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第１章 総    則 
 
（適用範囲） 
第１条 この特別仕様書は、令和７年度 利根川水系土地改良調査管理 那珂川沿岸地区渡里幹線水路ほ

か土地改良施設整理台帳附属図面作成業務（以下「本業務」という。）に適用する。 

 

   ２ 本業務は、用地調査等業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）によるほか、同仕様書
に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書により実施する。 

 

    ３ 設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約
の履行を拘束するものとする。 

 

    ４ 特別仕様書又は共通仕様書の間に相違がある場合、受注者は、監督職員に確認して指示を受け
なければならない。 

 
（業務概要） 
第２条  本業務は、平成１０年度から令和６年度までに那珂川沿岸農業水利事業で整備された渡里幹線

水路等の工事完了図書等を基に、土地改良施設整理台帳附属図面の作成を行うものであり、詳細
は第３章に示すものとする。 

 （１）実施場所 

    茨城県水戸市渡里町地内ほか （別添位置図のとおり。） 

 （２）土地改良施設整理台帳附属図面作成 ２１．５５㎞ 

 
（班編制） 
第３条  本業務は、２班の編制により行うものとする。 
 
 

第２章  測 量 条 件 及 び 貸 与 資 料 等 
 
（貸与資料等） 
第４条 本業務実施のために次の資料を貸与する。なお、貸与資料は発注者より返却の申し出があった

時には速やかに返却しなければならない。 
 

資  料  名 数  量 備      考 

対象工事図面データ 一式 電子データ 

用地関係図面データ 一式 電子データ 

その他必要な資料 一式  

 

 

第３章  作 業 項 目 及 び 内 容 
 

（作業項目及び数量） 
第５条 本業務の作業項目及び数量は、次のとおりである。 

作  業  項  目 数  量 備      考 

(１) 作業計画の策定 １業務  

(２) 現地踏査（水路・道路等） ２１．５５ｋｍ  

(３) 全体位置図の作成 １枚   

(４) 施設図郭割図の作成 １２枚  縮尺＝1/10000 

(５) 水路路線図の作成 ６枚  縮尺＝1/10000 

(６) 水理縦断図の作成 ６枚  縮尺＝1/10000 

(７) 施設管理図の作成 ７６枚  縮尺＝1/500 



 

(８) 管割図の作成 ５４枚  縮尺＝1/500 

(９) 用地管理図の作成 ７６枚  縮尺＝1/500 

(10) 管理用施設模式図の作成 ６枚   

(11) 構造図の製本    ３７９枚  

 
（指示事項） 
第６条 作業項目ごとの指示事項は、次のとおりである。 
    本業務における図面の作成にあたっては、「国営造成施設の戦略的保全管理のための情報整備

についての細部運用について」（平成 24 年 11 月 20 日付け 24 農振第 1508 号農林水産省農村振
興局整備部長通知）で定める別添２「土地改良施設整理台帳付属図面等作成要領」に基づき作成
するものとする。  

 

（管理技術者） 

第７条 管理技術者の要件は、共通仕様書第８条第３項によるものとする。 

ただし、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。）第 85 条に

基づく調査基準価格（以下「調査基準価格」という。）を下回る価格で契約した場合においては、

管理技術者は屋外で行う調査の実施に際して現場に常駐するとともに、作業日毎に業務の内容を

監督職員に報告しなければならない。 

なお、管理技術者は現場での常駐場所を定めた場合、あるいは変更した場合は監督職員に報告
することとする。 

 

 

第４章 打 合 せ 

 
（打合せ） 
第８条 本業務の実施に当たっては、次の段階で打合せを行うものとし、管理技術者が出席するものと

する。また、打合せの場所は、関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所とする。 
   （１）業務に着手するとき 
   （２）業務の中間２回 
   （３）成果物とりまとめの段階 

ただし、調査基準価格を下回る価格で契約した場合においては、上記に定める打合せを含め、

受注者の責により管理技術者立ち会いの上で打合せ等を行うこととし、設計変更の対象とはしな

い。 

その際、管理技術者は、共通仕様書第４２条に定める業務計画書に基づく業務工程等の管理状
況を報告しなければならない。 

 

 

第５章 成   果   物 
 

（成果物等） 
第９条 提出する成果物及び提出部数等は次のとおりとする。なお、全体位置図及び構造図について 

は、当方で作成したデータ３７９枚を追加し、成果物に含めることとする。 

成    果    物 数 量 装  丁  等 

土地改良施設整理台帳付属図面 

 ①全体位置図 

 ②施設図郭割図 

 ③水路路線図 

 ④水理縦断図 

 ⑤施設管理図 

電子データ 正副２部 ＣＤ－Ｒ等 

書 面 ３ 部 製本（A２判二つ折り） 



 

 ⑥管割図 

 ⑦構造図 

 ⑧用地管理図 

 ⑨管理用施設模式図 

成果物の出
力 

１ 式 
市販のファイル綴じで可 

（現地踏査記録等） 

  

 

２ 成果物の提出先は、次のとおりとする。 

〒２７７－０８３１ 千葉県柏市根戸４７１－６５ 

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所 

 
 

第６章 契  約  変  更 
 
（契約変更） 

第 10 条 業務請負契約書に規定する協議事項は、次のとおりとする。 

   （１）本特別仕様書第５条に示す、「作業項目」及び「数量」に変更が生じた場合。 

   （２）   〃  第６条に示す、「指示事項」に変更が生じた場合。 

（３）   〃  第８条に示す、「打合せ回数」に変更が生じた場合。 

   （４）   〃  第９条に示す、「成果物」及び「数量」等に変更が生じた場合。 

   （５）履行期間の変更が生じた場合。 

  （６）その他 

 

 

第７章 そ   の   他 

 

（低入札価格契約における第三者照査） 

第 11 条 調査基準価格を下回る価格で契約した場合において、受注者は「業務請負契約書第１１条照

査技術者」及び「共通仕様書第９条照査技術者及び照査の実施」については、受注者が自ら行

う照査とは別に、受注者の責任において共通仕様書等を基本とする第三者の照査（以下、「第

三者照査」という。）を実施しなければならない。 

 

２ 第三者照査の企業に要求される資格                                                

（１）予決令第９８条において準用する予決令第７０条及び第７１条の規定に該当していないこ 

と。 

（２）関東農政局において、令和７・８年度（当該業種区分）の一般競争（指名競争）参加資格の 

認定を受けていること。 

（３）関東農政局長から、補償コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中で      

ないこと。 

（４）共通仕様書第３０条守秘義務を遵守できるものであること。                

（５）中立的、公平な立場で照査が可能な者であること。なお、第三者照査を実施するものは受注 

者との関係において、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。      

        ①資本関係                                                                  

     (ｱ)親会社と子会社の関係にある                                              

     (ｲ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある                               

    ②人的関係                                                                  

     (ｱ)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている       

 

３ 第三者照査を行う照査技術者に要求される資格                                          

  第三者照査を行う照査技術者は、受注者が配置する照査技術者と同等の能力と経験を有する 

  以下の者であること。                                                                  

    ○照査技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者 



 

  ○照査技術者と同等の技術者資格を有する者             

 

４ 照査技術者の通知                                                                    

  受注者は、自ら行う照査の他に、第三者照査を行う照査技術者を定め発注者に通知するもの        

とする。 

 

５ 照査計画                                                                            

  受注者は、第三者の照査方法については、自ら行う照査とあわせて作業計画書に照査計画と        

して、具体的な照査時期、照査事項等を定めなければならない。  

  また、照査結果については、その都度監督職員に報告しなければならない。 

 

６ 成果物とりまとめの段階時の打合せへの立会い 

  特別仕様書第８条に示す打合せのうち、成果物とりまとめの段階での打合せ時には、第三者       

照査を行う照査技術者も立ち会うものとする。 

 

７ 第三者照査の照査技術者の AGRIS 登録                                                 

  共通仕様書第１２条の農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス(AGRIS）の登録にあ

たっては、第三者照査を行った照査技術者の実績登録は認めない。 

 

８ 契約不適合責任                                                                           

   引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」と

いう。）であるときは、業務請負契約書第４１条契約不適合責任のとおり、受注者に対し、成果物の

修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができるものであり、第三者照査を実施し

たものが責任を負うものではない。 

 

（疑 義） 

第 12 条 本特別仕様書に疑義を生じたとき又は定めのない事項については、監督職員の指示を受ける

ものとする。 

 

 

 

 


